
【
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
】

◎
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
（
新
旧
対
照
表

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
る
誘
引
の
禁
止
）

（
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
る
誘
引
の
禁
止
）

第
二
条
の
四
の
二

（
略
）

第
二
条
の
四
の
二

（
略
）

２

保
険
医
療
機
関
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
、
患
者
を
紹
介
す

（
新
設
）

る
対
価
と
し
て
金
品
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運

営
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
経
済
上
の
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者

が
自
己
の
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
よ
う
に
誘
引
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条

医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら
前

第
二
十
条

医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら
前

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

投
薬

三

投
薬

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
医
薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
と
そ
の
有
効
成
分

掲
げ
る
医
薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
と
そ
の
有
効
成
分

、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
医
薬
品
と

、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
医
薬
品
と

し
て
、
同
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の

し
て
、
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
（
以
下
「
承
認

承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法

」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一

第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に

項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に
係
る
承
認
を
受
け
て

係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分

い
る
者
が
、
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用

、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
で
あ
つ
て
そ
の
形
状
、

量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
で
あ
つ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又

有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異

は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る

な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
を

承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
を
除
く
。
）
（
以
下
「



除
く
。
）
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
使
用
を
考
慮
す
る
と

後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
使
用
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
患
者
に
後

と
も
に
、
患
者
に
後
発
医
薬
品
を
選
択
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
等
患

発
医
薬
品
を
選
択
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
等
患
者
が
後
発
医
薬
品
を

者
が
後
発
医
薬
品
を
選
択
し
や
す
く
す
る
た
め
の
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば

選
択
し
や
す
く
す
る
た
め
の
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

ホ
～
ト

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
る
誘
引
の
禁
止
）

（
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
る
誘
引
の
禁
止
）

第
二
十
五
条
の
三
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
三
の
二

（
略
）

２

保
険
薬
局
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
、
患
者
を
紹
介
す
る
対

（
新
設
）

価
と
し
て
金
品
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を

損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
経
済
上
の
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
が
自

己
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
よ
う
に
誘
引
し
て
は
な
ら
な
い
。

※

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
施
行



◎
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
七
十
四
号
）
（
新
旧
対
照
表
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

七
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
七
十
六

七
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
七
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生

よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生

省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
医
療
機
関
（
病
院
を
除
く
。
）
及
び
保
険
薬
局

か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
病
床
数
が
四
百
床
未
満
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険

に
お
い
て
、
領
収
証
を
交
付
す
る
に
当
た
り
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困

薬
局
に
お
い
て
、
領
収
証
を
交
付
す
る
に
当
た
り
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と

難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る

後
の
第
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

改
正
後
の
第
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

、
当
分
の
間
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
明
細
書
を
交
付
す
る
こ
と
で
足
り

ら
ず
、
当
分
の
間
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
明
細
書
を
交
付
す
る
こ
と
で

る
も
の
と
し
、
明
細
書
の
交
付
を
無
償
で
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

足
り
る
も
の
と
し
、
明
細
書
の
交
付
を
無
償
で
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に

て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
の
二
第
三

つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
の
二

項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
明
細
書

第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
明

の
交
付
を
有
償
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

細
書
の
交
付
を
有
償
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

※

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
施
行


